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秋
田
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

│
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│
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│
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│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

平
成
十
五
年
四
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

７

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

三
百
四
十
一
号

三
百
四
十
一
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

五
・
五
〇
〜
一
二
・
五
〇

五
・
五
〇
〜
一
二
・
五
〇

一
三
・
〇
〇
〜
四
三
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
五
九
五

一
・
五
九
五

一
・
八
二
四

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

河
辺
郡
雄
和
町
女
米
木
字
川
崎
四
六
番
二
地
先
か
ら
字
石
川
二
一
六
番
五
地
先

ま
で

河
辺
郡
雄
和
町
女
米
木
字
川
崎
四
六
番
二
地
先
か
ら
字
石
川
二
一
六
番
五

地
先
ま
で

〃

ＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

秋
田
雄
和
本
荘
線

秋
田
雄
和
本
荘
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

五
・
五
〇
〜
　
二
八
・
五
〇

五
・
五
〇
〜
　
二
八
・
五
〇

一
三
・
〇
〇
〜
一
一
五
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

三
・
三
六
二

三
・
三
六
二

三
・
六
二
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

河
辺
郡
雄
和
町
戸
賀
沢
字
金
山
沢
九
九
番
一
か
ら
女
米
木
字
川
崎
三
八
番
五
地

先
ま
で河

辺
郡
雄
和
町
戸
賀
沢
字
金
山
沢
九
九
番
一
か
ら
女
米
木
字
川
崎
三
八
番

五
地
先
ま
で

〃

ＡＢ
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（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
道
路
の
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
第
一

項
第
六
号
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
、
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
及
び
別
表
第
三
（に）
欄
五

の
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
数
値
を
定
め
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七

年
秋
田
県
規
則
第
四
十
四
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
数
値
を
定
め
た
区
域

鹿
角
市
、
小
坂
町
、
大
館
市
、
比
内
町
、
合
川
町
、
上
小
阿
仁
村
、
能
代
市
、
二
ツ
井
町
、
昭

和
町
、
飯
田
川
町
、
天
王
町
、
男
鹿
市
、
五
城
目
町
、
八
郎
潟
町
、
河
辺
町
、
雄
和
町
、
本
荘
市
、

仁
賀
保
町
、
金
浦
町
、
矢
島
町
、
大
曲
市
、
六
郷
町
、
西
仙
北
町
、
角
館
町
、
横
手
市
、
平
鹿
町
、

十
文
字
町
及
び
湯
沢
市
の
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
全
域

二
　
数
値

（一）

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
く
数
値
　
　
　
　
　
　
十
分
の
二
十

（二）

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
く
数
値
　
　
　
　
　
十
分
の
七

（三）

法
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
規
定
に
基
づ
く
数
値
　
　
　
　
　
二
・
五

（四）

法
別
表
第
三
（に）
欄
五
の
項
の
規
定
に
基
づ
く
数
値
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・
五
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│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
号

宅
地
建
物
引
取
業
者
名
簿
閲
覧
所
の
設
置
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
九
百
三
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

８

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

野
崎
十
文
字
線

野
崎
十
文
字
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
八
〇
〜
三
五
・
〇
〇

八
・
五
〇
〜
五
一
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
五
〇
五

〇
・
五
〇
五

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
鹿
郡
大
雄
村
田
根
森
字
精
兵
村
二
〇
番
地
先
か
ら
字
本
庄
道
北
鯲
堰
添
一
〇

二
番
一
一
ま
で

平
鹿
郡
大
雄
村
田
根
森
字
精
兵
村
二
〇
番
か
ら
字
本
庄
道
北
鯲
堰
添
一
〇
三
番

四
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

浅
舞
醍
醐
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
鹿
郡
平
鹿
町
醍
醐
字
沖
野
一
三
番
二
九
か
ら
字

南
下
村
四
三
番
二
ま
で
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平
成
十
五
年
四
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

県
が
発
注
す
る
物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
、
修
繕
及
び
改
造
並
び
に
県
が
行
う
物
品
（
生
産

物
及
び
差
押
え
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
の
売
払
い
に
つ
い
て
の
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
平
成
十
一
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

第
十
二
条
中
「
地
方
部
県
民
生
活
室
長
又
は
北
秋
田
地
方
部
大
館
地
区
総
合
事
務
所
長
」
を
「
地

域
振
興
局
長
又
は
北
秋
田
地
域
振
興
局
大
館
地
区
総
合
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

県
営
土
地
改
良
事
業
（
奥
羽
北
部
２
期
地
区
農
免
農
道
整
備
事
業
）
に
つ
き
、
そ
の
工
事
を
平
成

十
五
年
三
月
十
八
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百

十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

９

住
　
　
　
　
　
　
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

鹿
角
市
花
輪
字
六
月
田
一
番
地

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
東
中

岱
七
十
六
番
地
の
一

能
代
市
御
指
南
町
一
番
十
号

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号

本
荘
市
出
戸
町
字
水
林
三
百
六

十
六
番
地

大
曲
市
上
栄
町
十
三
番
六
十
二

号横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十

一
号

湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
番
十

号

課
　
　
　
所
　
　
　
名

秋
田
県
建
設
交
通
部
建
築
住
宅
課

秋
田
県
鹿
角
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

秋
田
県
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設

部
建
築
課

秋
田
県
山
本
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

秋
田
県
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

秋
田
県
由
利
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

秋
田
県
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

秋
田
県
平
鹿
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

秋
田
県
雄
勝
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
る
名
簿
等
の
範
囲

全
県

鹿
角
市
　
鹿
角
郡

大
館
市
　
北
秋
田
郡

能
代
市
　
山
本
郡

秋
田
市
　
男
鹿
市
　

南
秋
田
郡
　
河
辺
郡

本
荘
市
　
由
利
郡

大
曲
市
　
仙
北
郡

横
手
市
　
平
鹿
郡

湯
沢
市
　
雄
勝
郡

公
　
　
　
　
　
　
告
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